
欧
州
復
興
開
発
銀
行
を
設
立
す
る
協
定
の
改
正





欧
州
復
興
開
発
銀
行
を
設
立
す
る
協
定
の
改
正

欧
州
復
興
開
発
銀
行
を
設
立
す
る
協
定
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条

目
的

銀
行
は
、
経
済
的
な
発
展
及
び
復
興
に
貢
献
す
る
に
当
た
り
、
複
数
政
党
制
民
主
主
義
、
多
元
主
義
及
び
市
場
経
済
の
諸
原

則
を
誓
約
し
か
つ
適
用
し
て
い
る
中
欧
及
び
東
欧
の
各
国
に
お
け
る
開
放
さ
れ
た
市
場
指
向
型
経
済
へ
の
移
行
並
び
に
民
間
及

び
企
業
家
の
自
発
的
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
銀
行
は
、
同
一
の
条
件
で
、
モ
ン
ゴ
ル
並
び
に
総
務
の
総
数
の

三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
四
分
の
三
以
上
を
代
表
す
る
も
の
に
よ
る
賛
成
投
票
に
よ
り
銀
行

が
決
定
す
る
地
中
海
の
南
部
及
び
東
部
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
協

定
及
び
そ
の
附
属
書
に
お
い
て
、
「
中
欧
及
び
東
欧
の
各
国
」
、
「
中
欧
及
び
東
欧
の
諸
国
」
、
「
中
欧
及
び
東
欧
の
国
」
又

は
「
受
益
国
」
と
い
う
と
き
は
、
モ
ン
ゴ
ル
並
び
に
当
該
地
中
海
の
南
部
及
び
東
部
の
加
盟
国
も
含
む
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
十
八
条

特
別
基
金

銀
行
は
、
受
益
国
及
び
潜
在
的
な
受
益
国
に
お
い
て
、
銀
行
の
目
的
に
役
立
つ
こ
と
を
意
図
し
、
か
つ
、
銀
行
の
任
務

1
(i)

の
範
囲
内
に
入
る
特
別
基
金
の
管
理
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
別
基
金
の
全
て
の
管
理
費
用
は
、
当
該
特
別
基
金

に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
。

の
規
定
の
適
用
上
、
総
務
会
は
、
受
益
国
で
な
い
加
盟
者
の
要
請
に
基
づ
き
、
適
当
と
認
め
る
限
ら
れ
た
期
間
、
適

(ii)

(i)
当
と
認
め
る
条
件
の
下
で
当
該
加
盟
者
が
潜
在
的
な
受
益
国
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
決
定
は
、
総
務
の
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
あ
っ
て
加
盟
者
の
総
投
票
権
数
の
四
分
の
三
以
上
を
代
表

す
る
も
の
に
よ
る
賛
成
投
票
に
よ
っ
て
行
う
。

加
盟
者
が
潜
在
的
な
受
益
国
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
る
決
定
は
、
当
該
加
盟
者
が
受
益
国
と
な
る
要
件

(iii)
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
当
該
要
件
は
、
当
該
決
定
が
行
わ
れ
る
時
に
お
い
て
第
一

条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
又
は
当
該
決
定
が
行
わ
れ
る
時
に
お
い
て
総
務
会
が
既
に
承
認
し
て
い
る
改
正
が
効
力
を
生

ず
る
時
に
同
条
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
要
件
と
す
る
。

銀
行
は
、
潜
在
的
な
受
益
国
が

に
規
定
す
る
期
間
内
に
受
益
国
と
な
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
特
別
基
金
の
資
産
の

(iv)

(ii)

 

二

 
 



秩
序
あ
る
換
価
、
保
全
及
び
管
理
並
び
に
特
別
基
金
に
関
連
し
て
生
ず
る
債
務
の
決
済
に
付
随
す
る
業
務
を
除
く
ほ
か
、

当
該
潜
在
的
な
受
益
国
に
お
け
る
全
て
の
特
別
業
務
を
直
ち
に
停
止
す
る
。

銀
行
が
管
理
を
受
諾
し
た
特
別
基
金
は
、
受
益
国
及
び
潜
在
的
な
受
益
国
に
お
い
て
、
銀
行
の
目
的
及
び
任
務
、
そ
の
他

2
こ
の
協
定
の
関
連
規
定
並
び
に
当
該
特
別
基
金
に
関
す
る
合
意
に
合
致
す
る
い
ず
れ
の
方
法
及
び
条
件
に
よ
っ
て
も
使
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

銀
行
は
、
各
特
別
基
金
の
設
定
、
管
理
及
び
使
用
の
た
め
必
要
な
規
則
を
採
択
す
る
。
こ
の
規
則
は
、
明
ら
か
に
銀
行
の

3
通
常
業
務
に
の
み
適
用
さ
れ
る
規
定
を
除
く
ほ
か
、
こ
の
協
定
の
規
定
に
適
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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